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便
利
な
口
座
振
替
の

ご
利
用
を

町
税
等
の
納
付
に
は
、
納
め

忘
れ
が
な
く
、
便
利
で
確
実
な

「
口
座
振
替
」
の
ご
利
用
を
お
勧

め
し
ま
す
。

手
続
き
方
法
が
今
ま
で
よ
り
便

利
に
な
り
ま
し
た
。
町
が
口
座

振
替
を
代
理
し
て
申
請
し
ま
す

の
で
、
直
接
金
融
機
関
に
行
く

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
税
務
課
へ

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
は
が
き

に
よ
る
口
座
振
替
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
。
申
請
書
に
指
定
さ

れ
た
項
目
を
記
入
の
上
、
返
送

し
て
く
だ
さ
い
（
送
料
無
料
）。

申
請
さ
れ
て
か
ら
口
座
振
替

開
始
ま
で
１
カ
月
半
掛
か
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
期
を
過
ぎ
た
税
は

口
座
振
替
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ

税
務
課

�
５
５
７
―
７
５
２
９

建
物
を
新
築
・

増
築
さ
れ
た
方
へ

町
で
は
、
新
築
や
増
築
し
た
家

屋
等
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
家
屋
等
に
使

わ
れ
て
い
る
材
料
や
床
面
積
な

ど
を
、
直
接
伺
っ
て
調
査
し
、

固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
）

の
基
礎
と
な
る
家
屋
の
評
価
額

を
決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

調
査
は
事
前
に
日
程
調
整
を

し
て
か
ら
職
員
が
伺
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

税
務
課

�
５
５
７
―
７
５
２
８

２０
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金
に
加
入
し
ま

し
ょ
う

日
本
に
住
所
の
あ
る
２０
歳
以

上
６０
歳
未
満
の
方
は
、
必
ず
国

民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
一
生
涯
の
保

障
で
、
老
後
の
生
活
の
支
え
と

し
て
受
け
ら
れ
る
老
齢
基
礎
年

金
は
も
ち
ろ
ん
、
万
が
一
、
病

気
な
ど
で
障
が
い
が
残
っ
た
り
、

死
亡
し
た
と
き
に
は
、
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
年
金
を

受
け
る
た
め
に
は
、
国
民
年
金

に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
２０

歳
に
な
っ
た
ら
、
必
ず
加
入
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
学
生
（
所
得
が
一
定

基
準
以
下
）
の
方
で
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、

学
生
納
付
特
例
制
度
が
受
け
ら

れ
ま
す
の
で
、
申
請
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

▼
立
川
社
会
保
険
事
務
所

�
５
２
３
―
０
３
５
１

▼
住
民
課�

５
５
７
―
７
５
７
９

窓
口
で
の
本
人
確
認
に

ご
協
力
を

町
で
は
、
皆
様
の
「
戸
籍
」、

「
住
民
基
本
台
帳
」、「
税
に
関
す

る
証
明
」
な
ど
の
申
請
時
に
、

個
人
情
報
の
一
層
の
保
護
を
図

り
、
成
り
済
ま
し
（
虚
偽
）
の

届
け
出
事
件
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
窓
口
で
の
本
人
確
認

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

確
認
書
類
…
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
等

問
合
せ

▼
戸
籍
・
住
民
基
本
台
帳
に

関
す
る
こ
と
…
住
民
課

�
５
５
７
―
７
５
４
８

▼
税
の
各
種
証
明
に
関
す
る

こ
と
…
税
務
課

�
５
５
７
―
７
５
２
９

横
田
基
地
の
訓
練
日
程

期
　
間

１０
月
２
日
�
〜
６
日
�

※
詳
し
い
日
時
は
不
明
で
す
。

内
　
容

放
送
シ
ス
テ
ム
（
大

音
響
サ
イ
レ
ン
、
英

語
ア
ナ
ウ
ン
ス
）
や

地
上
爆
発
模
擬
装
置

な
ど
を
使
用
し
た
演

習
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ

秘
書
広
報
課
　

�
５
５
７
―
７
４
７
６

税

お
知
ら
せ

年
金

にせ都税職員にご注意を！
都税職員を装い、個人情報を聞き出そうとする悪質な事例が発生しています。

問合せ 東京都八王子都税事務所　�042（644）1111

問合せ　税務課　�557―7529

◎町都民税…………………………第3期
◎国民健康保険税・介護保険料…第4期
納期は10月31日�です。

今月の納期

不用品交換

�植木鉢 �生ごみ処理機 �自転車
（女児用）�福生高校制服（女子）
�縦型掃除機

ゆずります

問合せ　産業振興課 �557―7633

ゆずってください

�三輪車 �二中制服（男子）�卓球
ラケット

交渉は
当事者間で
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固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任

町
議
会
９
月
定
例
会
に
お
い

て
、
関
谷
博
明
さ
ん
を
委
員
に

選
任
す
る
こ
と
に
同
意
を
得
ま

し
た
。
任
期
は
、
１０
月
１
日
か
ら

３
年
間
で
す
。

生
垣
に
し
ま
せ
ん
か

緑
豊
か
な
潤
い
の
ま
ち
づ
く

り
と
、
防
災
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
目
的
に
、
生
垣
設
置
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
の
対
象
と
な
る
要
件

①
建
築
物
の
あ
る
敷
地
内
で
、

公
道
ま
た
は
幅
４
ｍ
以
上
の

私
道
に
面
し
た
場
所
に
設
置

す
る
こ
と
（
鋼
製
フ
ェ
ン
ス

等
の
内
側
に
設
置
す
る
も
の

は
除
き
ま
す
）。

②
生
垣
は
長
さ
３
ｍ
以
上
、
高

さ
１
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

③
設
置
し
た
生
垣
は
５
年
以
上

保
存
す
る
こ
と
。

④
営
利
を
目
的
と
し
て
設
置
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

補
助
金
額

【
業
者
に
依
頼
す
る
場
合
】

①
新
た
に
生
垣
を
設
置
す
る
場
合

１
ｍ
当
た
り
５
０
０
０
円

（
限
度
額
１０
万
円
）

②
生
垣
を
設
置
す
る
た
め
に
、

現
在
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を

撤
去
す
る
場
合

１
ｍ
当
た
り
２
０
０
０
円

（
限
度
額
４
万
円
）

【
自
分
で
設
置
す
る
場
合
】

①
の
限
度
額
を
超
え
な
い
範

囲
で
、
掛
か
っ
た
費
用
（
苗
木
、

竹
等
の
材
料
費
）
の
額
を
補
助

し
ま
す
。

※
必
ず
設
置
前
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
施
工
前
と
施

工
後
の
写
真
が
必
要
で
す
。

問
合
せ

建
設
課

�
５
５
７
―
７
６
５
９

１０
月
１
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」

浄
化
槽
を
お
使
い
の

皆
様
へ

浄
化
槽
は
、
適
正
な
維
持
管

理
を
し
な
け
れ
ば
、
本
来
の
機

能
を
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
浄
化
槽
法
で
は
、

浄
化
槽
を
使
用
す
る
方
に
３
つ

の
義
務
を
定
め
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検

都
に
登
録
し
た
専
門
業
者
が
定

期
的
に
実
施
す
る
点
検
作
業

②
清
掃

市
町
村
の
許
可
を
受
け
た
業

者
が
実
施
す
る
清
掃
作
業

③
法
定
検
査

知
事
が
指
定
し
た
機
関
が
実

施
す
る
①
と
②
の
状
況
を
客

観
的
に
判
断
す
る
検
査

※
気
持
ち
よ
く
生
活
で
き
る
よ

う
、
①
〜
③
を
実
施
し
、
適

正
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
合
せ

東
京
都
多
摩
環
境
事

務
所
廃
棄
物
対
策
課

浄
化
槽
係

�
５
２
８
―
２
６
９
２

１０
月
は
労
働
保
険
適
用

促
進
月
間

労
働
保
険
と
は
、「
労
災
保
険
」

と
「
雇
用
保
険
」
を
総
称
し
た

名
称
で
、
労
働
災
害
の
補
償
給

付
や
失
業
し
た
と
き
の
失
業
給

付
等
を
行
う
な
ど
、
労
働
者
の

職
業
生
活
の
安
定
等
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

原
則
と
し
て
従
業
員
を
１
人

で
も
雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、

法
律
に
よ
り
加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
加
入
さ
れ
て
い
な
い

事
業
主
の
方
は
、
お
早
め
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

▼
青
梅
労
働
基
準
監
督
署

�
０
４
２
８（
２
２
）０
２
８
５

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
青
梅
雇
用

保
険
課

�
０
４
２
８（
２
４
）８
６
０
９

料
理
、
洗
濯
、
掃
除
、
子
育
て
、
介
護
な
ど

は
、
女
性
が
す
る
の
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い

ま
せ
ん
か
。

例
え
ば
、
お
父
さ
ん
は
会
社
員
、
お
母
さ
ん

は
ス
ー
パ
ー
で
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
働
い
て
い
る

と
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
お
母
さ
ん
だ
け
が
家
事
を
す

る
と
い
う
家
庭
で
は
、
家
族
の
心
の
中
に
、
家
庭
内
の

こ
と
は
女
性
の
役
目
で
あ
る
と
い
う
固
定
的
な
考
え
方

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
よ
う
に
、
性
別

に
よ
っ
て
固
定
的
に
男
女
の
役
割
を
決
め
て
し
ま
う
こ

と
を
「
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
」
と
言
い
ま
す
。

最
近
で
は
若
い
世
代
を
中
心
に
、
男
性
も
家
事
を
し

た
り
、
育
児
休
業
を
取
る
な
ど
、
男
女
の
役
割
意
識
に

つ
い
て
は
、
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
固
定
的
な
性

別
役
割
分
担
の
考
え
方
は
、
ま
だ
ま
だ
根
強
く
残
っ
て

い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
。

働
く
女
性
が
増
え
た
現
在
、「
男
は
仕
事
、
女
は
仕

事
と
家
事
・
育
児
・
介
護
」
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
に

と
っ
て
よ
り
負
担
の
大
き
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
例
が

見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

家
族
の
協
力
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ

て
い
ま
す
。

固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
を

し
て
い
ま
せ
ん
か

瑞
穂
町
は
男
女
共
同
参
画
社
会
を
推
進
し
て
い
ま
す

問
合
せ
　
企
画
財
政
課
　
�
５
５
７
―
７
４
６
９

全国地域安全運動 10月11日�～20日�

守ろうよ わたしの好きな 街だから

問合せ 福生警察署生活安全課防犯係　�551―0110
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ご利用ください

フレッシュランド西多摩

◆各種展覧会開催
近隣地元協議会のご協力により、さまざ

まな展覧会を開催しています。入浴の傍ら、
素敵な作品をお楽しみください。

展 示 名　　　　     展示期間等

書道展

和紙ちぎり絵展

切り絵展

10月3日�～9日�

10月11日�～15日�

10月17日�～29日�

資格商法 二次被害にご注意を

教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす在職者や離職者
が、資格取得など教育訓練を受けるため、厚生労働大臣の指定を
受けている講座を修了した場合に、経費の一部がハローワークか
ら支給されるものです。
講座を修了していない場合は給付金は支給されないので、国か

ら返還請求されることはありません。
これは、資格商法の二次被害というもので、送られてくる資料

は、新たな商品の契約です。
資格講座などの電話勧誘取り引きは、特定商取引法で一旦断っ

た人への再勧誘を禁止しています。また、クーリングオフもでき
ます。しかし、一番大切なことは、はっきり断ることです。あい
まいな態度は、しつこい勧誘を受け続けることになります。

【オープン5周年記念イベント】
◆11回分のお得な回数券をさらに20％OFFで販売
期　間 10月3日�～15日�

◆ 5周年記念抽選会を実施します！
期　間 10月11日�～15日�
★外れくじなし！何が当たるかはお楽しみ。

「以前、教育訓練給付金制度を利用したにもかかわ

らず、資格を取得してない方に、国が返還請求をする

ための調査を開始しました。あなたの名前も載ってい

ます。このままだと裁判になります。当社は、解約と

返金手続きを国から委託され代行してます。

資料を送りますので必要事項を記入し至急送

り返してください。」と、職場に連絡があり

ました。

どうしたらいいのでしょうか…。

相談はいずれも
無料です

【臨時休館のお知らせ】
10月24日�は、定期点検のため、臨時

休館させていただきます。

問合せ　産業振興課　�557―7633

区　　分 通常価格 割引価格

※1枚の利用時間は3時間です。

5,000円 　4,000円

2,500円 　2,000円

8,000円 　6,400円

4,000円 　3,200円

大人

子供

大人

子供

瑞穂町・青梅市・福生市・
羽村市にお住まいの方

上記以外にお住まいの方

問合せ　生活環境課　�557―7706

対　　象 町内に住所、事業所を有
する方で、町内に生ごみ
処理機器を設置される方

対象機器 電動式乾燥型、電動式バ
イオ型、コンポスト容器、
密閉式容器などごみの減
量と堆肥化に効果がある
もの

【申請方法】

領収書・保証書・
印鑑をご持参の上、
生活環境課へお越
しください。

購入費の2分の1
（上限4万円）を助成

生ごみ処理機器

購入費の一部を助成

スズメバチ駆除用防護服を貸出中！
問合せ 生活環境課　�557―0544

生ごみ処理機器で処理した堆肥は、
みずほエコパークで引き取ります。
開園中に、園内の係員に

お渡しください。

問合せ　フレッシュランド西多摩　�570―2626

ホームページアドレス　http://www.nishiei.or.jp
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